
市（区）名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号

大 阪 府 540-8570 大阪市中央区大手前2-1-22 06-6944-9118 06-6944-3548

市（区）名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号

大 阪 市 530-8201 　大阪市北区中之島１－３－２０ 06-6208-8511 06-6204-0900

北 区 530-8401 　大阪市北区扇町２－１－２７ 06-6313-9626 06-6362-3821

都 島 区 534-8501 　大阪市都島区中野町２－１６－２０ 06-6882-9626 06-6352-4558

福 島 区 553-8501 　大阪市福島区大開１－８－１ 06-6464-9626 06-6462-0792

此 花 区 554-8501 　大阪市此花区春日出北１－８－４ 06-6466-9626 06-6462-0942

中 央 区 541-8518 　大阪市中央区久太郎町１－２－２７ 06-6267-9626 06-6264-8283

西 区 550-8501 　大阪市西区新町４－５－１４ 06-6532-9626 06-6538-7316

港 区 552-8510 　大阪市港区市岡１－１５－２５ 06-6576-9626 06-6572-9511

大 正 区 551-8501 　大阪市大正区千島２－７－９５ 06-4394-9626 06-6553-1981

天 王 寺 区 543-8501 　大阪市天王寺区真法院町２０－３３ 06-6774-9626 06-6772-4904

浪 速 区 556-8501 　大阪市浪速区敷津東１－４－２０ 06-6647-9626 06-6633-8270

西 淀 川 区 555-8501 　大阪市西淀川区御幣島１－２－１０ 06-6478-9626 06-6477-0635

淀 川 区 532-8501 　大阪市淀川区十三東２－３－３ 06-6308-9626 06-6885-0534

東 淀 川 区 533-8501 　大阪市東淀川区豊新２－１－４ 06-4809-9626 06-6327-1920

東 成 区 537-8501 　大阪市東成区大今里西２－８－４ 06-6977-9626 06-6972-2732

生 野 区 544-8501 　大阪市生野区勝山南３－１－１９ 06-6715-9626 06-6717-1160

旭 区 535-8501 　大阪市旭区大宮１－１－１７ 06-6957-9626 06-6952-3247

城 東 区 536-8510 　大阪市城東区中央３－５－４５ 06-6930-9626 06-6932-0979

鶴 見 区 538-8510 　大阪市鶴見区横堤５－４－１９ 06-6915-9626 06-6913-6235

阿 倍 野 区 545-8501 　大阪市阿倍野区文の里１－１－４０ 06-6622-9626 06-6621-1412

住 之 江 区 559-8601 　大阪市住之江区御崎３－１－１７ 06-6682-9626 06-6686-2040

住 吉 区 558-8501 　大阪市住吉区南住吉３－１５－５５ 06-6694-9626 06-6692-5535

東 住 吉 区 546-8501 　大阪市東住吉区東田辺１－１３－４ 06-4399-9626 06-6629-4533

平 野 区 547-8580 　大阪市平野区背戸口３－８－１９ 06-4302-9626 06-6700-0190

西 成 区 557-8501 　大阪市西成区岸里１－５－２０ 06-6659-9626 06-6659-2245

市（区）名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号

堺 市 590-0078 　堺市堺区南瓦町３－１ 072-228-7875 072-228-7883

堺 区 590-0078 　堺市堺区南瓦町３－１ 072-228-7263 072-228-7844

中 区 599-8236 　堺市中区深井沢町２４７０－７ 072-270-8181 072-270-8101

東 区 599-8112 　堺市東区日置荘原寺町１９５－１ 072-287-8200 072-287-8113

西 区 593-8324 　堺市西区鳳東町６－６００ 072-275-1901 072-275-1915

南 区 590-0141 　堺市南区桃山台１－１－１ 072-290-1800 072-290-1814

北 区 591-8021 　堺市北区新金岡町５－１ー４ 072-258-6706 072-258-6817

美 原 区 587-8585 　堺市美原区黒山１６７－１ 072-363-9311 072-362-7532

○堺市・堺市各区選挙管理委員会

大阪府内の選挙管理委員会一覧

○大阪市・大阪市各区選挙管理委員会

○大阪府選挙管理委員会

令和５年１月現在
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市名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号

岸 和 田 市 596-8510 　岸和田市岸城町７－１ 072-423-9692 072-423-4622

豊 中 市 561-8501 　豊中市中桜塚３－１－１ 06-6858-2480 06-6854-0496

池 田 市 563-8666 　池田市城南１－１－１ 072-754-6150 072-752-6680

吹 田 市 564-8550 　吹田市泉町１－３－４０ 06-6384-2478 06-6368-9909

泉 大 津 市 595-8686 　泉大津市東雲町９－１２ 0725-33-1131（代） 0725-23-1940

高 槻 市 569-8501 　高槻市桃園町２－１ 072-674-7676 072-674-7674

貝 塚 市 597-8585 　貝塚市畠中１－１７－１ 072-433-7444 072-433-7446

守 口 市 570-8666 　守口市京阪本通２－５－５ 06-6992-1784 06-6998-3577

枚 方 市 573-8666 　枚方市大垣内町２－１－２０ 072-841-1532 072-844-3479

茨 木 市 567-8505 　茨木市駅前３－８－１３ 072-620-1675 072-626-3322

八 尾 市 581-0003 　八尾市本町１－１－１ 072-924-3886 072-924-1031

泉 佐 野 市 598-8550 　泉佐野市市場東１－１－１ 072-463-1212（代） 072-463-1100

富 田 林 市 584-8511 　富田林市常盤町１－１ 0721-25-1000(代) 0721-24-3900

寝 屋 川 市 572-8555 　寝屋川市本町１－１ 072-825-2435 072-822-7497

河 内 長 野 市 586-8501 　河内長野市原町１－１－１ 0721-53-1111（代） 0721-53-1613

松 原 市 580-8501 　松原市阿保１－１－１ 072-337-3243 072-332-0764

大 東 市 574-8555 　大東市谷川１－１－１ 072-870-0764 072-870-9264

和 泉 市 594-8501 　和泉市府中町２－７－５ 0725-99-8155 0725-41-1628

箕 面 市 562-0014 　箕面市萱野５－８－１ 072-727-9561 072-727-9579

柏 原 市 582-8555 　柏原市安堂町１－５５ 072-973-2782 072-973-2586

羽 曳 野 市 583-8585 　羽曳野市誉田４－１－１ 072-947-3815 072-958-2359

門 真 市 571-8585 　門真市中町１－１ 06-6902-6990 06-6905-3264

摂 津 市 566-8555 　摂津市三島１－１－１ 06-6383-1605 06-6319-4633

高 石 市 592-8585 　高石市加茂４－１－１ 072-275-6472 072-261-3124

藤 井 寺 市 583-8583 　藤井寺市岡１－１－１ 072-939-1111（代） 072-939-7727

東 大 阪 市 577-8521 　東大阪市荒本北１－１－１ 06-4309-3287 06-4309-3835

泉 南 市 590-0592 　泉南市樽井１－１－１ 072-483-8111 072-483-8205

四 條 畷 市 575-8501 　四條畷市中野本町１－１ 072-877-2121（代） 072-877-4096

交 野 市 576-8501 　交野市私部１－１－１ 072-892-0121(代） 072-891-8670

大 阪 狭 山 市 589-8501 　大阪狭山市狭山１－２３８４－１ 072-366-0011（代） 072-366-6800

阪 南 市 599-0292 　阪南市尾崎町３５－１ 072-471-5678（代） 072-473-3504

町村名 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号

島 本 町 618-8570 　三島郡島本町桜井２－１－１ 075-962-8441 075-962-0370

豊 能 町 563-0292 　豊能郡豊能町余野４１４－１ 072-739-3414 072-739-1980

能 勢 町 563-0392 　豊能郡能勢町宿野２８ 072-734-0479 072-734-2064

忠 岡 町 595-0805 　泉北郡忠岡町忠岡東１－３４－１ 0725-22-1122（代） 0725-22-0364

熊 取 町 590-0495 　泉南郡熊取町野田１－１－１ 072-452-1003 072-452-7103

田 尻 町 598-8588 　泉南郡田尻町嘉祥寺３７５－１ 072-466-5021 072-466-8725

岬 町 599-0392 　泉南郡岬町深日２０００－１ 072-492-2721 072-492-5814

太 子 町 583-8580 　南河内郡太子町大字山田８８ 0721-98-5515 0721-98-2773
河 南 町 585-8585 　南河内郡河南町大字白木１３５９－６ 0721-93-2500（代） 0721-93-4691
千 早 赤 阪 村 585-8501 　南河内郡千早赤阪村大字水分１８０ 0721-72-0081（代） 0721-72-1880

○市選挙管理委員会

○町村選挙管理委員会
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都道府県名 郵便番号 所在地 電話番号

北海道 060-8588 札幌市中央区北3条西6 011-204-5153

青森県 030-8570 青森市長島1-1-1 017-734-9076

岩手県 020-8570 盛岡市内丸10-1 019-629-5238

宮城県 980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1 022-211-2343

秋田県 010-8570 秋田市山王4-1-1 018-860-1145

山形県 990-8570 山形市松波2-8-1 023-630-2081

福島県 960-8670 福島市杉妻町2-16 024-521-7062

茨城県 310-8555 水戸市笠原町978-6 029-301-2462

栃木県 320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 028-623-2126

群馬県 371-8570 前橋市大手町1-1-1 027-226-2218

埼玉県 330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 048-830-2695

千葉県 260-8667 千葉市中央区市場町1-1 043-223-2142

東京都 163-8001 新宿区西新宿2-8-1 03-5320-6911

神奈川県 231-8588 横浜市中区日本大通1 045-210-3179

新潟県 950-8570 新潟市中央区新光町4-1 025-280-5057

山梨県 400-8501 甲府市丸の内1-6-1 055-223-1829

長野県 380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2 026-235-7069

静岡県 420-8601 静岡市葵区追手町9-6 054-221-2050

富山県 930-8501 富山市新総曲輪1-7 076-444-3183

石川県 920-8580 金沢市鞍月1-1 076-225-1282

福井県 910-8580 福井市大手3-17-1 0776-20-0357

岐阜県 500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 058-272-8106

愛知県 460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 052-954-6069

三重県 514-8570 津市広明町13 059-224-2172

滋賀県 520-8577 大津市京町4-1-1 077-528-3233

京都府 602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 075-414-4450

大阪府 540-8570 大阪市中央区大手前2-1-22 06-6944-9118

兵庫県 650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 078-362-3101

奈良県 630-8501 奈良市登大路町30 0742-27-8419

和歌山県 640-8585 和歌山市小松原通1-1 073-441-3785

鳥取県 680-8570 鳥取市東町1-220 0857-26-7058

島根県 690-8501 松江市殿町1 0852-22-5064

岡山県 700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 086-226-7273

広島県 730-8511 広島市中区基町10-52 082-513-2605

山口県 753-8501 山口市滝町1-1 083-933-2320

徳島県 770-8570 徳島市万代町1-1 088-621-3205

香川県 760-8570 高松市番町4-1-10 087-832-3088

愛媛県 790-8570 松山市一番町4-4-2 089-912-2212

高知県 780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 088-823-9314

福岡県 812-8577 福岡市博多区東公園7-7 092-643-3077

佐賀県 840-8570 佐賀市城内1-1-59 0952-25-7025

長崎県 850-8570 長崎市尾上町3-1 095-895-2137

熊本県 862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 096-333-2104

大分県 870-8501 大分市大手町3-1-1 097-506-2412

宮崎県 880-8501 宮崎市橘通東2-10-1 0985-26-7024

鹿児島県 890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2237

沖縄県 900-8570 那覇市泉崎1-2-2 098-866-2141

○都道府県選挙管理委員会
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	（２）全ての選挙において、その選挙の期日の公示（告示）日から、選挙の当日までの間、国、地方公共団体が所有し、又は管理する建物（専ら職員の居住の用に供されているもの及び公営住宅を除く。）では、政党その他の政治活動を行う団体が、政治活動のためのポスターを掲示することやビラ等の文書図画（新聞紙及び雑誌を除く。）を頒布（郵便又は新聞折込みの方法による頒布を除く。）することは禁止されています。
	（３）衆議院（小選挙区選出）議員、参議院（選挙区選出）議員及び都道府県知事の選挙においては、選挙運動用ポスター（衆議院議員総選挙における候補者届出政党又は名簿届出政党等及び参議院比例代表選出議員選挙における名簿登載者（候補者）（優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。）が使用するものを除く。）を公営ポスター掲示場以外の場所に掲示することは一切できないとされていますので、病院や施設の室内や廊下等に選挙運動用ポスターを掲示することはでき...
	（４）衆議院議員総選挙では候補者届出政党又は名簿届出政党等が、また、参議院比例代表選出議員選挙では名簿登載者（候補者）（優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者を除く。）が使用する選挙運動用ポスターの掲示については、公営ポスター掲示場制度が導入されていませんので、掲示箇所の管理者の同意のもと、自由に掲示することができますが、次のような場所への掲示は禁止されています。
	（５）選挙の種類によっては、選挙期日の公示（告示）日からその選挙の当日までの間、一定の要件を具備する政党その他の政治団体が、政治活動用ポスター及び推薦演説会周知用ポスターを掲示することが認められていますが、この場合でもこれらポスターを前記（４）の①及び②の場所に掲示することが禁止されています。
	（６）何人も病院、診療所その他の療養施設においては、いかなる名義であっても、選挙運動のための演説や連呼行為をすることが禁止されています。
	（７）何人も選挙に関し、投票を得若しくは得さしめ又は得さしめない目的をもって戸別訪問をすることが禁止されていますが、指定施設においても、各部屋（病室など）が構造上それぞれ独立しており、しかも入院患者（入所者）が相当期間継続して入院（入所）している場合にあって、社会通念に照らし、各部屋が入院患者（入所者）の居室に準ずる程度にまで達していると認められるときには、各部屋を訪問し、投票依頼をすることも戸別訪問の禁止行為に該当します。
	（８）何人も、選挙の期日（ただし、無投票の場合にあっては、その旨を選挙長が告示した日）後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶をする目的をもって各部屋を戸別訪問することも禁止されています。
	（９）選挙管理委員会のホームページに掲載されている候補者情報や選挙公報のページをプリントアウトして頒布することは、違法な文書図画の頒布に当たるおそれがあります。
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